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行政の責務としての政策効果の把握
―責任主体の多様化による変化とその課題―

北川　雄也

概　要

　本稿の目的は、政策効果の把握を行政の責務
として捉えたうえでその様態について検討し、
その議論を民間主体が公共サービスの担い手と
なりつつある現状に適用しその課題を考察する
ことにある。本稿では、政策効果の把握という
行政の責務をアカウンタビリティの観点とレス
ポンシビリティの観点から論じる。
　まず、第 2節では、アカウンタビリティの性
質とそれを確保する際の問題点について論じ
る。アカウンタビリティの確保は、行政が政治
家や市民から正統性を調達することである。し
かし、アカウンタビリティを確保するだけでは、
長期スパンの政策効果の予測の失敗に関する取
り扱い、行政にとってのアカウンタビリティの
ジレンマ、行政のアカウンタビリティ確保能力
の不足、および行政の自律性の欠如といった点
で問題がある。
　次に、第 3節では、レスポンシビリティの性
質とそれを確保する際の問題点について論じ
る。レスポンシビリティの確保は、行政が政策
効果の把握を通じて政策の改善を進めることで
ある。しかし、レスピンシビリティを確保する
だけでは、正統性の欠如、閉鎖性や過度な専門
分化ゆえの市民の行政不信、および行政のレス
ポンシビリティ確保能力の不足といった点で問
題がある。
　最後に、第 4節では、アカウンタビリティと
レスポンシビリティを相互補完的に確保するた
めには民間主体がその確保を補助する必要があ
ると捉えたうえで、指定管理者制度の導入が進

む地方自治体の男女共同参画政策の現状を考察
する。その結果、とくに、NPO法人が指定管
理団体となる場合には、行政による双方の責務
の確保を補助できることを明らかにする。

１．はじめに

　本稿の目的は、政策効果の把握を行政 1の責
務として捉えたうえでその様態について検討
し、その議論を民間主体が公共サービスの担い
手となりつつある現状に適用しその課題を考察
することにある。まず、アカウンタビリティと
レスポンシビリティの概念をとりあげ、それぞ
れの観点から行政による政策効果の把握につい
て検討する。その際、政策効果の把握の機能
と問題点に着目する。次に、NPM（New Public 
Management）の理念が浸透している現状にお
いて民間主体が公共サービスの担い手となるな
かで、行政は公共サービスの担い手となる民間
主体と協力しあって、政策効果の把握という責
務をどのように担いうるかを考察する。本稿で
は、市民の立場を代弁する NPO法人が事業運
営を担う割合が高い地方自治体の男女共同参画
政策を事例としてとりあげ、検討の妥当性を考
察する。ここで地方自治体の男女共同参画政策
を事例としてとりあげる理由は、行政よりも市
民に近い立場にある NPO法人が政策効果を把
握し行政にその情報を提供すれば、行政はより
正確に政策効果を把握できると考えられるため
である。
　政策効果の把握は、日本の府省の政策評価制

1 本稿でいう「行政」とは、日本の府省および地方自治体のことである。
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度においては行政の責務として捉えられてい
る。「行政機関が行う政策の評価に関する法律」
（以下、「政策評価法」と記す）第一条では、政
策評価の目的として「政府の有するその諸活動
について国民に説明する責務が全うされるよう
にすること」があげられている。そして、「政
府の有するその諸活動について国民に説明す
る」作業について、政策評価法第三条では政策
効果の把握を基礎とすると記されている。他方
で、政策評価の一般的目的とされる政策の改善
については、第一条において評価「結果の適切
な反映を図る」と記されているのみであり、努
力義務と解釈できる表現にとどまっている。ま
た、日本の地方自治体においても、結果志向の
マネジメントを促す NPMの影響下で、「行政
評価」が条例により義務付けられ 2、政策効果
の把握や政策の改善に向けた作業が行われてい
る。
　本稿では、政策評価法第一条で定められてい
る責務をアカウンタビリティとして捉える一
方、政策の改善に関して行政が自発的に負う責
務をレスポンシビリティと定義する。行政責任
論の先行研究においては、アカウンタビリティ
とレスポンシビリティは対置的な概念として捉
えられてきた。たとえば、西尾隆は、アカウン
タビリティを行政統制を意味する概念として捉
える一方、レスポンシビリティを行政による自
律的責任を意味する概念として捉えている（西
尾隆 1995, 269ページ）。また、西尾勝は、アカ
ウンタビリティは代表性の遵守による正統性す
なわち行政が立法意思に忠実に従っていること
が確認されることによって確保される一方、レ
スポンシビリティは行政が民意に自発的に応答
することによって確保されると述べている（西
尾勝 1990, 316ページ）。政策効果の把握の観点
から整理すると、アカウンタビリティは行政が
政治家や市民に対して立法時点の意図通りに政
策効果が発現していることを説明することで果
たされる責任である一方、レスポンシビリティ
は行政が自発的に政策効果について調査するこ
とで果たされる責任である。
　しかし、政策効果の把握の観点からみると、
アカウンタビリティやレスポンシビリティを確

保するための日本の政策評価および行政評価は
十分に機能していないといわれてきた。その代
表的な主張としては、行政の活動量の増減を年
度ごとにチェックする「行政管理型政策評価」
への傾向が強まる一方で、政策効果そのものを
把握する傾向は弱まっているという主張があげ
られる（山谷 2012, 125ページ）。このような問
題が生じる一因には、行政がアカウンタビリ
ティとレスポンシビリティを適切に果たせてい
ない点もある。
　そこで、本稿では、政策効果の把握の観点か
らみたアカウンタビリティとレスポンシビリ
ティの性質、およびそれぞれの問題点について
検討を進める。また、地方自治体の男女共同参
画政策を事例としてとりあげ、NPO法人をは
じめとした市民の立場により近い主体が政策効
果の把握という責務を担いつつあるなかで、行
政はどのような方法で政策効果の把握という責
務を適切に果たしうるかを考察する。
　本稿の意義は、アカウンタビリティとレスポ
ンシビリティの両面から政策効果の把握という
行政の責務を検討している点にある。従来の研
究においては、アカウンタビリティの確保ある
いはアカウンタビリティの追及のための政策効
果の把握についての議論の蓄積は十分にある。
その一方で、対置概念であるレスポンシビリ
ティを果たすための政策効果の把握に関する議
論は、管見の限りではなされてこなかった。そ
れゆえ、アカウンタビリティとレスポンシビリ
ティを相互補完的に捉える議論も、管見の限り
ではなされてこなかった。したがって、アカウ
ンタビリティとレスポンシビリティの視点を対
比させつつ、互いの長所を補完できる点を発見
できれば、行政にとって政策効果の把握という
責務をより十分に果たしうる知見を提供できる
と考えられる。
　最後に、本稿の構成は、以下の通りである。
第 2節では、政策効果の把握の観点からみたア
カウンタビリティの性質とそれを確保する際の
問題点について検討する。第 3節では、前節と
同様の観点からレスポンシビリティの性質とそ
れを確保する際の問題点について検討する。最
後に、第 4節では、地方自治体の男女共同参画

2 総務省が 2014年に公表した「地方公共団体における行政評価の取組状況等に関する調査結果」によれば、行政評価の導入割合は、全自
治体の 59.3％である。その内訳は、都道府県や政令指定都市ではほぼ導入されている一方で、小規模自治体の導入率は低い。
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政策を事例として、前節までの議論をふまえて
NPO法人をはじめとした民間主体が政策効果
の把握という責務を担いうる現状を考察する。
また、事例の分析を通じて、行政が適切に政策
効果の把握という責務を果たすための今後の課
題を示す。

２．政策効果の把握の観点からみたアカ
ウンタビリティ

2. 1　アカウンタビリティの性質

　アカウンタビリティは、委任者から受託者に
対して問われる責任である。ここでいう委任者
とは、政治家および市民である。他方で、受託
者とは、行政である。委任者は、行政が委託内
容を遵守しているか否かを監視する。その結
果、行政が委託内容を遵守していないと委任者
が判断した場合には、行政に対して説明を求め
る。この行為をアカウンタビリティの追及とよ
ぶ。委任者によってアカウンタビリティを追及
されると、受託者である行政は委任者が納得で
きる説明 3を行う責務を負う。仮に、行政が委
任者に対して納得できる説明ができれば、委託
された行政の行為の正統性が追認される。他方
で、行政が委任者に対して納得できる説明がで
きなければ、委任者の判断により行政に対して
制裁が科される。たとえば、行政が政策目標の
達成という委託内容を遵守できていなかったと
すれば、予算削減や施策・事業の終了といった
制裁が行政に科される可能性がある。したがっ
て、行政は、制裁を回避するために委託内容を
遵守する。このように、政治家や市民は、アカ
ウンタビリティを行政に対して追及する能力を
有することで、行政の行為を統制できる。
　アカウンタビリティ追及の対象となる委託内
容は、手続に関するものから政策結果に関する
ものへと変遷してきた。日本では、結果志向
のマネジメントを促す NPMの理念が浸透する
1990年代以前は、法的アカウンタビリティあ
るいは財務的アカウンタビリティが重視されて
きた。つまり、合法的に政策が実施されている

か、あるいは予算が適切に執行されているか否
かといった点が重視されてきた。しかし、1990
年代以降は、マネジメント・アカウンタビリティ
あるいはプログラム・アカウンタビリティが重
視されつつある（山谷 2012, 55ページ）。マネ
ジメント・アカウンタビリティに関しては、組
織の稼働性、生産性、定員管理、そしてどれだ
け無駄なコストを削減しているかが重視され
る。換言すれば、政策のアウトプットに関する
アカウンタビリティなのである。他方で、プロ
グラム・アカウンタビリティに関しては、政策
目的の達成に向けて政策手段がどの程度貢献し
ているかが重視される。換言すれば、政策のア
ウトカムに関するアカウンタビリティともいえ
る。つまり、従来、行政を統制するための手続
を重んじるとしてきたアカウンタビリティの意
味内容が政策の実質的内容を重んじる意味内容
へと変化してきたのである。また、このことは、
とりわけプログラム・アカウンタビリティを重
視するとき、アカウンタビリティ追及の手段が
監査の領域から評価の領域へと拡大してきたこ
とを意味する。
　行政によるアカウンタビリティの確保にあ
たっては、以下の二つの事項に留意する必要が
ある。すなわち、透明性の確保と委任者に対し
て忠実であること（fidelity）である。
　第一に、アカウンタビリティを確保するため
には、透明性を確保しなければならない。透明
性の確保とは、行政が法の解釈、裁量行使の基
準、および予算の執行状況だけでなく、行政の
活動量または政策効果などについて公表するこ
とである。その公表された情報をもとにして、
委任者である政治家や市民は行政に対してアカ
ウンタビリティを追及できる。逆に、情報が公
表されなければ、行政が委託内容を遵守してい
るか否かに関する証拠を委任者が入手できにく
くなるため、アカウンタビリティの追及が困難
となる。アカウンタビリティの追及が困難であ
れば、追及を通じて成立するアカウンタビリ
ティの確保も困難となる。
　第二に、行政は、委任者に対して忠実でなく
てはならない（Welch 2014, pp. 109-110）。行政
は、政治家だけでなく市民からも委任を受けて

3 ここでいう納得できる説明には、二つのパターンがありうる。第一に、委託内容を遵守できなかった合理的理由を説明することである。
第二に、委託内容を実際には遵守していたという新たな証拠を提示し委託者を納得させることである。
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いる。市民は、政治家に対して主権を信託する
ことによって、個人の自由や権利を不当に制限
する行政の行為を統制する。代議制のもとにお
いては実際に行政の行為を統制するのは政治家
の役割となるが、行政は究極的な委任者が市民
であることを意識する必要がある。したがって、
行政は、市民の信託を受けた政治家による指示
に忠実でなければならない。すなわち、行政は、
委託内容を遵守することを最優先として行動し
なければならない。

2. 2　アカウンタビリティ確保の問題点

　しかし、政策効果の把握の観点からみるとア
カウンタビリティを確保する試みには四つの問
題点がある。すなわち、長期スパンの政策効果
の予測の失敗に関する取り扱いの問題、行政に
とってのアカウンタビリティのジレンマ、政治
家や市民によるアカウンタビリティ追及能力の
不足と行政のアカウンタビリティ確保能力の不
足、および行政の自律性の欠如の四点である。
なお、本項でいうアカウンタビリティとは、特
記しない限りプログラム・アカウンタビリティ
をさす。
　第一の問題点は、長期スパンの政策効果の予
測の失敗についてアカウンタビリティを追及す
ることは困難な点である。長期スパンの政策効
果の予測の失敗の例として、行政が健康に有害
な化学物質の生産規制を行ったときに、数十年
単位で体内に蓄積することで体内に有害な影響
を与える化学物質が規制対象から漏れていたと
いったものがあげられる。この際、委任者が行
政に対してアカウンタビリティを追及したとし
ても、行政側が負う責任が不明確であり制裁を
科せない可能性がある。なぜなら、当時の政策
担当者たる公務員は退職あるいは異動してお
り、委任者への説明を行うために必要な情報を
有する者がいなくなるためである 4。このよう
に、長期スパンの政策効果の予測の失敗につい
ては、行政がアカウンタビリティを確保できな
いため、アカウンタビリティを追及することが
困難なのである。
　第二の問題点は、行政は、アカウンタビリティ

追及への対応に追われると、本来の業務を円滑
に実施できなくなる可能性がある点である。行
政は、アカウンタビリティを追及された場合、
アカウンタビリティ確保のために政策効果に関
する情報を集める。しかし、政策効果の把握の
作業を正確に行うほど、アカウンタビリティ確
保のための作業負荷が増え続け、物理的には本
来業務にまわすべき労力を大きく侵食し、本
来業務の実績が低下して成果が出ない（山谷 
2006, 210ページ）。このような状態は、「アカ
ウンタビリティのジレンマ」とよばれる。
　第三の問題点は、福祉国家化に伴い行政の専
門分化が進むなかで、委任者である政治家や市
民にとってアカウンタビリティの追及が困難に
なっている点である。福祉国家化が進むなかで、
行政は、市民のさまざまなニーズに対応する必
要があり、それに対応するための専門知識を得
る必要があった。その反面、政治家や市民は、
行政に対して政策実施を委託するものの、専門
知識を得る必要がなかった。そのため、政治家
や市民は、委託内容の詳細を把握できない状態
となった。つまり、政治家や市民は、委託内容
に関するあらゆる情報が開示されたとしても情
報を理解できないのである。
　そこで、政治家の指示を受けた議会付属機関
が代わりにアカウンタビリティを追及するため
の情報を収集するという代替案が考えられる
が、日本においてその案は実現していない。た
とえば、アメリカにおいては、議会付属機関
である GAO（Government Accountability Office）
が各政策分野の専属スタッフを雇用して、政治
家に対してアカウンタビリティ追及のために必
要な情報を提供している。他方で、日本におい
ては、GAOと同じ業務を担う組織として会計
検査院がある。しかし、会計検査院は、内閣だ
けでなく議会からも独立した機関である。その
ため、会計検査院において、議会からの要請を
受けてアカウンタビリティ追及に資する情報を
提供する体制とはなっていない。このような統
治機構上の問題があるため、日本においては委
任者がアカウンタビリティを追及できる環境が
整っていないといえる。
　以上のような背景から、日本では、政治家や

4 短期スパンの政策効果の予測の失敗に関しては、政策担当者が退職あるいは異動している可能性が低いためアカウンタビリティ追及が
可能である。
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市民によるアカウンタビリティ追及がないまま
に、受託者である行政がアカウンタビリティを
確保するようになっている。政策評価法に記さ
れているように、行政にはアカウンタビリティ
を確保する責務がある。政策評価制度において
想定されるアカウンタビリティの確保とは、行
政自らが政策の効果を把握し、その情報を政治
家や市民に対して公表することである。どのよ
うな種類の政策効果（政策の主効果や副次効果
など）を把握するか、あるいはどのような方法
で政策効果を把握するかについて、政治家や市
民から具体的な要求はなされないのである。つ
まり、行政は政策の効果を把握するという責務
を法律によって強制的に負わされている一方
で、その作業自体の内容は自身で決定する。こ
のような状態は、「強制された自己評価」と揶
揄される（田辺 2006, 91ページ）。アカウンタ
ビリティ追及がなされていないにもかかわらず
行政自らが事前にアカウンタビリティを確保
するという点は、理論的に不自然なのである 5。
なお、日本の地方自治体の行政評価に関しても、
同様の状態である。
　行政自らがアカウンタビリティ確保を行う内
部評価には、欠点がある。それは、委任者によ
る監視が存在しない点である。委任者による監
視がなければ、行政は、政策効果を過大に見せ
かけるほか、悪い結果を示すアウトカム指標を
意図的に公開しない可能性がある（手柴 2015, 
6ページ）。その場合には政策効果を正確に把
握できないため、行政はアカウンタビリティを
十分に果たせないといえる。
　また、日本の府省による政策評価は、2012
年以降目標管理型の政策評価が全府省に導入さ
れ（総務省 2012）、評価作業の簡便さや評価結
果のわかりやすさが重視されるようになった。
目標管理型の政策評価は、業績測定という評価
手法を採用しており、全府省導入がなされる前
は実績評価方式とよばれていた。具体的には、
特定の政策効果を表す指標について、事前に設
定した目標値と事後の実績値を比較する手法で
ある。この手法は、目標値と実績値を比較する
だけで政策効果を把握できるとみなす簡便な手

法である。そのため、各府省の評価担当者にとっ
ての作業負担は軽減される。さらに、数値を比
較するだけでよく、委任者が評価書をチェック
する際にもその内容の理解が容易になる。
　しかし、目標管理型の政策評価は、政策効果
の把握の観点からみてアカウンタビリティを十
分に確保できる手法とはいえない。目標管理型
の政策評価は簡便な手法である一方、指標値の
推移が政策そのものによるものか、それとも外
部要因の影響によるものかを区別することが困
難である。その点においては、実験デザインを
用いて外部要因を統制するプログラム評価の方
が政策効果を正確に把握できる。しかし、プロ
グラム評価は時間や金銭的費用がかかり、かつ
社会科学の方法論に関する専門知識が必要であ
る。そのため、アカウンタビリティ追及を受け
ずに自らアカウンタビリティを確保する制度の
もとでは、行政は手間のかかるプログラム評価
よりも手間のかからない目標管理型の政策評価
を選択すると考えられる。また、別の問題とし
て、目標管理型の政策評価が全府省導入される
前に実績評価方式において採用された評価書に
おいては、アウトカム指標ではなくアウトプッ
ト指標が測定対象となっている不適切な事例が
多数あったとの指摘もある（小野 2013）。その
傾向が継続している場合、日本の府省の政策評
価は、「行政管理型政策評価」への傾向を強め、
政策効果そのものよりも組織内部のマネジメン
ト機能や予算の効率的執行に関心を向けること
となる。その場合、行政は、政策効果の把握の
観点からみてアカウンタビリティを十分に確保
できない状態となる。
　他方で、日本の地方自治体が実施する行政評
価は、マネジメント・アカウンタビリティのみ
を確保する傾向が強い。行政評価においても、
業績測定という評価手法が採用される。その内
容は、組織内部のマネジメント機能や予算の効
率的執行の確認である。行政評価の場合には、
政策結果そのものより組織マネジメントが重視
される。その理由は、法律で実施が義務付けら
れ、行動基準・判断基準が指定され、現場だけ
でなく執行部にも裁量の余地がない業務をする

5 日本の府省の政策評価制度は、各府省のマネジメントを前提に構想・設計されており、政治家によるアカウンタビリティ追及を想定し
ていないという見解もある（南島 2013, 60ページ）。つまり、これは、組織マネジメントが政策評価の主目的であり、アカウンタビリティ
追及はそれよりも下位の目的と捉える見解である。
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地方自治体の場合には、政策評価は意味がない
ためである（山谷 2012, 161ページ）。
　最後に、第四の問題点は、行政がアカウンタ
ビリティ確保を重視するあまり自律性を失う点
である。行政によるアカウンタビリティ確保は、
アカウンタビリティ追及あるいは法律による義
務付けを受けてなされている。アカウンタビリ
ティを確保するという行為そのものに自律性は
含まれていないのである。そのため、行政がア
カウンタビリティ確保のみを重視すると、政策
改善のための行政組織の自発的行為が抑制され
ることとなる。つまり、評価制度の枠外での行
政組織内部の失敗学習や実態調査といった自発
的試みが行われにくくなる。
　このように、政策効果の把握の観点からみて
アカウンタビリティの確保には問題がある。ま
ず、長期スパンの政策効果の予測の失敗を取り
扱えない、アカウンタビリティのジレンマ、そ
して委任者のアカウンタビリティ追及能力の不
足といった問題がある。また、委任者のアカウ
ンタビリティ追及がないままに、行政は、法律
によってアカウンタビリティを自ら確保するこ
とを強制されている。それゆえ、行政が可能な
限り作業負担を軽減するために政策効果の把握
を適切に行わないといった問題が生じている。
さらに、より重要な点は、行政は、アカウンタ
ビリティ確保を重視するあまり、政策の改善を
志向する自律性を失う点である。次節では、行
政の自律性に依拠する概念であるレスポンシビ
リティの観点から政策効果の把握について検討
する。

３．政策効果の把握の観点からみたレス
ポンシビリティ

3. 1　レスポンシビリティの性質

　アカウンタビリティの対置概念であるレスポ
ンシビリティは、行政による自発的応答を意
味する。レスポンシビリティは行政が他者か
らの統制を受けずに果たす責任であることか
ら、自律的責任あるいは主観的責任ともよばれ
る（Cooper 2012）。アカウンタビリティの場合
には政治家や市民といった他者からの統制が前
提となる一方、レスポンシビリティにはそのよ

うな前提は存在しない。レスポンシビリティは、
行政自身が民意に自発的に応答することで果た
される責任である。
　ここでいう行政による自発的応答とは、行政
自らの裁量でレスポンシビリティを確保する内
容を決定できることを意味する。このことを政
策効果の把握の観点から説明すると、行政は自
らが関心を有するあらゆる政策効果について調
査あるいは分析が可能であるということにな
る。アカウンタビリティを確保する場合には委
任者が設定した政策目標を達成できているかど
うかのみを示す一方、レスポンシビリティを確
保する場合には政策目標に同意しない市民に
とっての政策効果や他の政策への波及効果、あ
るいは他の政策による影響といった幅広い範囲
の政策効果を示すことが可能である。つまり、
政策効果の把握の観点からみると、レスポンシ
ビリティの確保はアカウンタビリティの確保と
比べてより多くの情報を入手できる可能性があ
る。それゆえ、レスポンシビリティの確保は、
政策内容に関する知識の増大や政策の改善に資
する余地がある。
　また、レスポンシビリティの概念における行
政組織は、レスポンシビリティを果たす公務員
個人の集合体として捉えられる。先行研究にお
いては、まず公務員個人のレスポンシビリティ
の内容に関する議論を行っている（たとえば、
西尾勝 1990; 山谷 1991; 西尾隆 1995; Cooper 
2012）。具体的な議論として、公務員個人の倫理、
利他性、自己規律、および専門家意識などといっ
た心理的属性に関するものがあげられる。これ
らの属性に関する能力を高めるために、公務員
に対して研修や教育が行われる。そして、これ
らの属性を有する公務員とその集合体である行
政組織は、問題解決や政策の改善を通じてレス
ポンシビリティを果たす。とくに、政策効果の
把握の場面において、行政組織は、問題解決や
政策の改善のための能力を自発的に高めていく
ために評価を行うのである。このような行政組
織の専門知見を高めるための評価こそが、キャ
パシティ・ビルディング型の評価である。
　レスポンシビリティを確保するために行われ
るキャパシティ・ビルディング型の評価は、ア
カウンタビリティ確保型の評価とは性質が異な
る。日本の府省の政策評価や地方自治体の行政
評価は、アカウンタビリティ確保型の評価に
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該当する。アカウンタビリティ確保型の評価
は、委託内容の遵守の証明や評価書の公開が必
要となる。他方で、キャパシティ・ビルディン
グ型の評価は、委託内容の遵守の証明や評価書
の公開を必要としない。まず、キャパシティ・
ビルディング型の評価においては、自らの裁量
で政策効果を把握できる。たとえば、各府省で
実施される実態調査 6や政策分野ごとに作成さ
れる白書における調査は、キャパシティ・ビル
ディング型の評価に該当する。また、キャパシ
ティ・ビルディング型の評価においては、外部
に公開しない形で評価を実施できる。そのため、
キャパシティ・ビルディング型の評価は、防衛
政策や外交政策のように秘匿性が欠かせないた
めにアカウンタビリティ確保が困難な政策分野
（Thompson 1999）や過去に起きた政策の失敗を
学習する場面（湯浅 2014, 146ページ）におい
て実施される。アカウンタビリティの概念では
捉えきれない長期スパンの政策効果の予測の失
敗に関する責任は、キャパシティ・ビルディン
グ型の評価が実施され政策の改善が行われるの
であれば、果たされる可能性がある 7。

3. 2　レスポンシビリティ確保の問題点

　しかし、政策効果の把握の観点からみて、レ
スポンシビリティを確保する試みにも三つの問
題点がある。すなわち、正統性の欠如、閉鎖性
や過度な専門分化ゆえの市民の行政不信、およ
び行政のレスポンシビリティ確保能力の不足と
いう三点である。
　第一の問題点は、レスポンシビリティの確保
が正統性の欠如した行政の独善的支配につなが
りかねない点である。レスポンシビリティ確保
の際には、「市民のために働くこと」つまり民
意を汲み取ることが重要である。しかし、現実
的には公務員個人がすべての民意を汲み取るこ
とは不可能である（Richardson 2002, p. 41）。そ
のような状況下で、政治家や市民による行政の
統制が存在しなければ、行政は市民の意に沿わ
ない特定の価値観にもとづいて政策を実施する

可能性がある。その結果、実施した政策が市民
に対して悪影響を与えうる。行政による自発的
応答は、民意の汲み取りに失敗した場合には正
統性がない独善的支配とみなされるのである。
　第二の問題点は、キャパシティ・ビルディン
グ型の評価は市民による行政不信につながりか
ねない点である。まず、キャパシティ・ビル
ディング型の評価は外部への公開を必要としな
いため、政治家や市民がその内容を知りえない
場合がある。また、外部への公開がなされてい
たとしても、評価の内容が専門的であればある
ほど、政治家や市民にとって理解できないもの
となる。とくに、この傾向は、航空政策、原子
力政策、医療政策などといった技術的な専門知
識を要する政策分野において顕著である。この
ように、キャパシティ・ビルディング型の評価
は、行政活動の透明性を損ない、行政と市民と
の間の信頼関係を希薄にする可能性がある。
　第三の問題点は、行政組織によるキャパシ
ティ・ビルディング型の評価の実施そのものに
限界がある点である。キャパシティ・ビルディ
ング型の評価は、政策評価や行政評価だけでな
く、その他の評価以外の業務と並行して実施さ
れる自発的な活動である。そのため、組織資源
の制約や他の業務との優先順位を考慮すると、
行政組織がキャパシティ・ビルディング型の評
価を優先して頻繁に実施することは困難であ
る。また、それに伴い評価の質も低下しやすい。
代表的な評価手法には、難度が低い順に、組織
マネジメントの効率化のためのアウトプット測
定（業績測定）、アウトカム測定（業績測定）、
プログラム評価、波及効果などの長期のインパ
クト分析およびインタビューなど定性的手法を
用いた副次効果の分析などがあげられる。難度
が高い手法を採用すると、評価の質も高くなる。
しかし、組織資源が乏しいあるいは政策改善へ
の関心が低ければ、キャパシティ・ビルディン
グ型の評価においても、行政組織は政策の改善
に必ずしも直結しない質の低いアウトプット測
定を選択する。
　このように、政策効果の把握の観点からみて

7 たとえば、内閣府男女共同参画局が実施する男女共同参画影響調査（以下、「影響調査」と記す）は、通常の政策評価では把握されない
副次効果を把握する試みであった（内閣府男女共同参画局 2003）。影響調査は、社会や家庭における男女の状況やニーズの違いによって、
政策を作成する各省庁が意図していた政策効果と異なる副次効果が生じているか否かを把握するものである。

8 ただし、レスポンシビリティは自発的に行政から市民へ向けて果たされる責任である。そのため、たとえば前述の化学物質による被害
を受けた市民が政策が改善した結果に納得できなければ、レスポンシビリティは確保されないままである。
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レスポンシビリティを確保する試みにも問題が
ある。そこで、重要となるのは、いかにアカウ
ンタビリティとレスポンシビリティとを相互補
完的に確保していくかという点である。双方の
責務を果たすことができれば、政策の内容につ
いて政治家や市民からの納得を得られるだけで
なく、政策の改善につながるというメリットが
ある。双方の責務を相互補完的に果たすために
は、行政は、外部に公表する通常の評価業務に
くわえて、評価制度の枠外で実施される自発的
な実態調査や政策効果を把握する活動に従事す
る必要がある。しかし、行政単独で双方を確保
する方策は、組織資源の制約上困難であるかも
しれないし、評価以外の業務の遂行に支障を生
じさせかねない。そこで、民間主体と連携して
行政が政策効果の把握の作業を行うことで、双
方の責務を果たす際の行政の作業負担を軽減さ
せる方策が考えられる。次節では、NPO法人
をはじめとした民間主体が公共サービスを担い
つつある地方自治体の男女共同参画政策を事
例としてとりあげ、行政と民間主体（とくに、
NPO法人）がどのように政策効果の把握を行っ
ているかを示す。その際、民間主体が行政によ
るアカウンタビリティおよびレスポンシビリ
ティの確保を補助できる余地を検討する。その
うえで、両者がアカウンタビリティ確保型の評
価とキャパシティ・ビルディング型の評価をど
のように分業していくかについて今後の課題を
考察する。

４．責任主体の多様化と政策効果の把握
―日本の地方自治体の男女共同参画
政策の事例―

4. 1　 日本の地方自治体の男女共同参画政
策における政策効果の把握

　男女共同参画政策は、性の違いによって家庭
や社会での待遇の違いが生じる事態を解消した
り、男女ともに平等な社会参加の機会を提供す
るために、相談窓口の設置や広報啓発、教育な

どを行う政策である。この政策の特色は、政策
の対象となる市民の範囲が広い点と女性の社会
参加の促進の要素が含まれている点にある。前
者の特色に関しては、対象となる市民のニーズ
が多様であるため多様な政策効果が発現しやす
く、行政にとって政策効果の把握が容易でない
ことを示唆する。他方で、後者の特色に関して
は、社会参加の過程において、社会制度や慣行
に関する問題解決能力のエンパワメントを期待
されていることを示唆する。
　また、男女共同参画政策は、地方自治体が中
心となって実施されている。1999年に制定さ
れた男女共同参画社会基本法第九条において地
方自治体の責務が定められており、相談事業や
啓発事業など政策の大部分の運用は地方自治体
が担っている。地方自治体は、国の男女共同参
画基本計画にもとづき、男女共同参画計画を策
定する責務を負っている 8。そして、行政評価
を導入している地方自治体では、男女共同参画
政策に関して男女共同参画計画にもとづいた評
価 9が行われている（橋本 2015, 121ページ）。
　地方自治体の男女共同参画政策の推進拠点
は、相談事業や啓発事業を担う男女共同参画関
連施設である。男女共同参画関連施設は、「女
性を主な対象として、女性の地位向上・男女共
同参画社会の推進等を目的に各種の研修・交流・
情報提供・相談等の事業を行っている施設」、
あるいは「女性団体・グループ等の活動の拠点
として、女性の資質・能力の開発や知識・技能
の向上を図ることを主たる目的として設置され
た施設」と定義される（高橋 2010, 191ページ）。
施設の運営形態は、全施設のうち公設公営の施
設が 6割を占めるが、公設民営や民設民営の施
設が残りの 4割を占める（同書 , 192-193ペー
ジ）。
　近年では、指定管理者制度の導入により、男
女共同参画関連施設における公設民営の割合が
増えつつある。2004年に尼崎市立勤労・女性
センター、三重県男女共同参画センターなど
に指定管理者制度が導入されたことを皮切り
に、導入施設が少しずつ増加しつつある（同書，
189ページ）。指定管理者制度とは、地方自治

8 男女共同参画社会基本法第十四条第一項では都道府県による男女共同参画計画の策定義務、第十四条第三項では市町村による男女共同
参画計画策定の努力義務が定められている。

9 「男女共同参画政策推進のための評価に関する研究会」が行ったアンケート調査によると、男女共同参画計画に関する評価は、目標達成
度の評価が主要な形態である。また、用いる指標は、事業実施数などアウトプット指標が中心である（高橋 2015，101-103ページ）。
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体における公共サービスの担い手の多様化のた
めに、NPO法人、財団法人、民間企業などの
指定管理団体に自治体所有の施設の運営を委託
する制度である 10。男女共同参画政策において
は市民参加の要素が重視されるため、政策の当
事者たる NPO法人が指定管理団体になるケー
スも多い。また、男女共同参画関連施設の指定
管理団体は、施設管理だけでなく施設において
実施される事業の運営も担う割合が高い（内閣
府男女共同参画局 2010）。なお、対象となる施
設は、男女共同参画関連施設だけでなく、文教
施設、レクリエーション・スポーツ施設、産業
施設など幅広い。
　指定管理者制度導入の背景には、政策の企画
立案と執行の分離や執行領域の効率化といった
NPMの理念の浸透がある。NPMの考え方のも
とでは、指定管理者制度の導入によって、行政
は施設運営の業務を軽減できるため、よりよい
政策の形成や計画の策定に専念できると想定す
る。また、行政ではなく民間主体が公共サービ
スを担えば、民間主体は利益最大化のためのノ
ウハウを有するため効率的な組織パフォーマン
スを発揮できると想定する。このような NPM

の理念を前提としているゆえに、地方自治体は、
施設運営の評価に際して、企画立案した事業の
有効性よりも事業を執行するために必要な組織
マネジメント機能に関心を有する。
　ここで重要となる点は、指定管理者の導入に
より、行政がアカウンタビリティを確保するの
みならずアカウンタビリティを追及しうる主体
へと変化した点である。つまり、NPO法人な
どの指定管理団体がアカウンタビリティを確保
する主体となったのである。指定管理者制度の
導入前と導入後のアカウンタビリティの連鎖関
係の変化は、下図のように示すことができる。
　しかし、地方自治体は、指定管理団体に対し
て積極的にアカウンタビリティを追及していな
い。「男女共同参画政策推進のための評価に関
する研究会」が行ったアンケート調査によると、
地方自治体による男女共同参画関連施設への評
価は、調査対象の全自治体のうちの半数に満た
ない（高橋 2015, 104ページ）。また、仮に評価
が実施されたとしても、地方自治体の求めに応
じて男女共同参画関連施設が評価書を作成する
ため、提出される評価書はあらかじめ地方自治
体職員が理解でき利用可能な形で作成される

10 指定管理者制度の導入は、2003年の地方自治法第二四四条の二第三項の改正により可能となった。

図　指定管理者制度導入によるアカウンタビリティの連鎖関係の変化（出典：筆者作成）

註：本図では、政治家と市民との間にあるアカウンタビリティの連鎖関係は省略した。
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（橋本 2015，130ページ）。地方自治体職員が理
解でき利用可能な情報とは、組織マネジメント
に関する情報を意味する。そのため、地方自治
体による男女共同参画関連施設の評価は行政評
価の枠組に沿って実施される。したがって、追
及されるアカウンタビリティはプログラム・ア
カウンタビリティではなく、マネジメント・ア
カウンタビリティとなる。
　他方で、男女共同参画関連施設の指定管理団
体は、レスポンシビリティを確保するための
キャパシティ・ビルディング型の評価を積極的
に実施している。国立女性教育会館が行ったア
ンケート調査によると、調査対象となった指定
管理団体のほとんどが自己評価を実施している
（高橋 2010， 196-200ページ）。自己評価は指定
管理団体が必要性を感じて実施されているケー
スが多い。この点がキャパシティ・ビルディン
グ型の評価に合致する。また、自己評価は、市
民ニーズとの合致あるいは事業が政策目的の達
成に貢献しているかといった観点から実施され
ている。とりわけ、前者の観点は、キャパシティ・
ビルディング型の評価であればこそ導入できる
ものである。ただし、アンケート調査によれば、
自己評価を行う指定管理団体は、定性的評価の
実施、有効な評価指標の開発、有効な評価の実
施方法の検討、評価結果のフィードバックシス
テムの構築などを今後の課題と捉えている。
　キャパシティ・ビルディング型の評価の先進
事例として、NPO法人参画プラネット（以下、
「参画プラネット」と記す）の取り組みをあげ
ることができる 11（同書，202-203ページ）。参
画プラネットは、名古屋市男女平等参画推進セ
ンターの指定管理団体であった。参画プラネッ
トは、男女共同参画を推進するという目的意識
を明確に持ち、長期的視点から自分たちの活動
のアウトカム（たとえば、地域への波及効果）
の評価を行っていた。また、市民団体として市
民の観点からの自己評価を重視し、市民ニーズ
の把握を得意としない行政の欠点を補完しよう
としていた。ただし、参画プラネットは、名古
屋市の男女共同参画政策のミッションとの不一
致から、現在では指定管理者事業から撤退して

いる。
　このように、指定管理団体によるキャパシ
ティ・ビルディング型評価には発展の余地があ
るにもかかわらず、地方自治体は、指定管理団
体によるキャパシティ・ビルディング型の評価
を積極的に活用しようとしない。その理由は、
自己評価によって得られた評価結果が必ずしも
地方自治体の利用可能な形で作成されていると
は限らないからである（橋本 2015，130ページ）。
キャパシティ・ビルディング型の評価によって
得られた評価結果には政策改善に利用可能なも
のが多いが、男女共同参画所管課の職員にとっ
てその評価結果の理解は困難である。なぜなら、
男女共同参画所管課の職員は、定期異動によっ
て入れ替わり、専門知識を蓄積できないためで
ある。つまり、このことは、行政よりも指定管
理団体の方が政策情報を持っていることを意味
する。指定管理団体が当事者としての市民から
構成される NPO法人である場合には、行政よ
りも多くの政策情報を持っていることすらあり
うる（林 2015，156ページ）。
　このように、地方自治体の男女共同参画政策
においては、責任主体の多様化によって民間主
体が政策効果の把握の試みを行うといった変化
が生じつつあるものの、問題点も残されている。
第一に、行政による指定管理団体へのアカウン
タビリティ追及が適切になされていない点であ
る。第二に、行政が指定管理団体によるキャパ
シティ・ビルディング型の評価を適切に活用し
ていない点である。次項では、このような問題
点を解決するために、行政はどのような課題に
取り組むべきかについて考察を進める。

4. 2　今後の課題

　上記の二つの問題点を解決するために、地方
自治体の男女共同参画政策において行政（地方
自治体）が取り組むべき課題を示す。その際、
行政がアカウンタビリティ確保型の評価とキャ
パシティ・ビルディング型の評価をいかに両立
して実施するかという点に焦点をあてる。そし
て、行政が双方の評価を両立して実施するため

11 参画プラネットの当事者によれば、自己評価は、行政ではなく市民に向けたアカウンタビリティ確保のために実施されたと捉えられて
いる（林 2015，154ページ）。しかし、本稿では図で示したアカウンタビリティの連鎖モデルにもとづいて議論を進めるため、参画プラネッ
トの自己評価をレスポンシビリティ確保のための評価として捉える。
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には、指定管理団体との連携が欠かせないこと
を示す。
　アカウンタビリティの観点からみた行政の課
題は、指定管理団体へのアカウンタビリティ追
及を積極的に行い、政治家や市民に対するアカ
ウンタビリティ確保の質を向上させることであ
る。現状では、行政による指定管理団体へのア
カウンタビリティ追及が積極的に行われていな
い。委託先に関する情報を把握できていない状
況では、行政は、政治家や市民に対して政策効
果に関する有意な情報を提供できない。それゆ
え、行政は、十分にアカウンタビリティを確保
できない。そのような状況を改善するためには、
行政は指定管理団体の施設運営に関する評価を
積極的に行う必要がある。また、その際、マネ
ジメント・アカウンタビリティを追及するだけ
でなくプログラム・アカウンタビリティも追及
することが望ましい。なぜなら、行政は、プロ
グラム・アカウンタビリティを追及すれば、指
定管理団体から事業の有効性に関する情報を得
ることができるためである。
　また、レスポンシビリティの観点からみた
行政の課題は、指定管理団体によるキャパシ
ティ・ビルディング型の評価の結果を活用した
うえで自主的に政策効果の把握を試みることで
ある。地方自治体職員は十分な専門知識を有し
ておらず、指定管理団体の方が専門知識を多く
有していることもある。また、男女共同参画政
策においては市民の多様なニーズが存在してお
り、行政のみでは政策効果の把握が困難である。
しかし、とくに、当事者としての市民からな
る NPO法人には、市民のニーズの把握の点に
おいて強みがある。そこで、行政は、指定管理
団体となる NPO法人によるキャパシティ・ビ
ルディング型の評価の結果を活用したうえで自

主的に政策効果の把握を試みることが有用であ
る。なお、そのような状況を整備するためには、
指定管理団体に NPO法人を積極的に選定する
といった試みも必要になるであろう。
　行政が両者の課題を克服するにあたっては、
指定管理団体との連携が不可欠である。アカウ
ンタビリティの追及にあたっては、指定管理団
体から政策情報を収集する必要がある。政策情
報を収集するためには、行政と指定管理団体と
の間で政策目的や事業を実施する目的を共有し
ておく必要がある。そのため、行政と指定管理
団体との間の緊密なコミュニケーションが求め
られる。他方で、レスポンシビリティの確保に
あたっては、上述の通り、市民の立場により近
い NPO法人のキャパシティ・ビルディング型
の評価の結果を活用して政策効果の正確な把握
に結びつけることが重要である。その際、NPO
法人は、専門知識に乏しい行政組織に対して理
解しやすい形で政策効果に関する情報を提供す
ることが重要である。このような指定管理団体
との連携を通じた政策効果の把握の役割分担の
理想像は、下表のように示すことができる。

５．おわりに

　本稿の目的は、政策効果の把握を行政の責務
として捉えたうえでその様態について検討し、
その議論を民間主体が公共サービスの担い手に
なりつつある現状に適用しその課題を考察する
ことにあった。本稿では、政策効果の把握とい
う行政の責務をアカウンタビリティの観点とレ
スポンシビリティの観点から論じた。
　第 2節では、アカウンタビリティの性質とそ
れを確保する際の問題点について論じた。アカ

表　行政と指定管理団体による政策効果の把握の役割分担（出典：筆者作成）

行　政 指定管理団体
（NPO法人を想定）

アカウンタビリティ確保型 指定管理団体へのアカウンタビ
リティ追及（事業のアウトカムの
監視）＋計画の目標達成度評価

行政に対して政策情報（主に事
業のアウトカム）および管理情
報（事業の効率性、施設の稼働
率など）を提供

キャパシティ・ビルディング型 指定管理団体によるキャパシ
ティ・ビルディング型の評価の
結果の活用

行政に対して市民のニーズ、波
及効果や副次効果に関する情報
を提供
（定性的調査などを実施）
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ウンタビリティの確保は、政治家や市民から行
政行為の正統性を調達することである。しかし、
アカウンタビリティを確保するだけでは、長期
スパンの政策効果の予測の失敗に関する取り扱
い、行政にとってのアカウンタビリティのジレ
ンマ、政治家や市民のアカウンタビリティ追及
能力、行政のアカウンタビリティ確保能力の不
足、および行政の自律性の欠如といった点で問
題がある。
　第 3節では、レスポンシビリティの性質とそ
れを確保する際の問題点について論じた。レス
ポンシビリティの確保は、行政が政策効果の把
握を通じて政策の改善を進めることである。し
かし、レスポンシビリティを確保するだけでは、
正統性の欠如、閉鎖性や過度な専門分化ゆえの
市民の行政不信、および行政のレスポンシビリ
ティ確保能力の不足といった点で問題がある。
　第 4節では、アカウンタビリティとレスポン
シビリティを相互補完的に確保するためには民
間主体がその確保を補助する必要があると捉え
たうえで、指定管理者制度の導入が進む地方自
治体の男女共同参画政策の現状を考察した。そ
の結果、とくに、NPO法人が指定管理団体と
なる場合には、行政による双方の責務の確保を
補助できることを明らかにした。したがって、
行政の課題は政策効果の把握の作業における指
定管理団体との連携を強化し、アカウンタビリ
ティとレスポンシビリティの双方を確保してい
くことにある。
　最後に、今後の研究課題は、以下の通りであ
る。
　第一に、地方自治体の男女共同参画政策以外
における議論の適用である。たとえば、中央政
府レベル、あるいは同様に指定管理者制度の導
入が進む政策分野においても同じ結論を導ける
か否かを検証する必要がある。
　第二に、長期スパンの政策効果の予測の失敗
に関する責任の取り扱いについての事例の検証
である。本稿では、アカウンタビリティとレス
ポンシビリティの観点から理論的検討を行った
が、その議論を地方自治体の男女共同参画政策
の事例に適用できなかった。そのため、本稿に
おける理論的検討が正しいか否かを他の事例を
用いて検証する必要がある。
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